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   南九州市  

農業委員会だより  

 

 

 ８月２２日「南九州市園芸振興協議会」が設立されました。本市は、食の創造拠点を担う県

内有数の農業の町として、温暖な気候と広大な農地及び畑地かんがい施設などを活かした農業

の振興を図っています。合併５年目をむかえ各団体・組織が連携を強化しながら市全体の園芸

振興を議論しあえる組織として、本市の園芸振興推進と魅力ある農業の構築や認定農業者を中

心とした経営体の育成や会員相互の融和を図ることと、園芸銘柄を確立するために生産組織と

関係機関が一体となって会員の所得向上に資することを目的にしています。 

 会長に前村千香男氏が選任され、また、「環境保全型農業を推進し、安心と信頼の産地を築こ

う。」・「みんなで力を合わせ、生産者の輪を広げ、協議会組織の活性化を図ろう。」など、四つ

のスローガンが採択されました。 

 

平成24年11月発行 南九州市農業委員会事務局 



平成２４年度              農業委員会だより               第１０号 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、私たちの地域・集落では、農業従事者の高齢者や 

後継者丌足、遊休農地の増加など多くの課題を抱えて 

います。 

 

   ５年後、１０年後、私たちの地域・集落の農業・農地は 

誰が守っているのでしょうか。今のうちから将来に備えて、 

人と農地の問題を一緒に考えてみませんか。 

 

 

 
 

 

ご存じですか？『人・農地プラン』 
 

うちの田んぼと畑は ．．． 

集落の農地、農業は ．．． 
大丈夫ですか？ 

地域で頑張る農業者を育て、農 

地を安心して任せられ、地域が 

元気になるよう、農業委員がお 

手伝いします。 

 

農業委員伒は、地域の農地・農 

業の守り手として、「人・農地  

プラン」づくりに積極的に参加 

していきます。私たちと一緒に 

将来のために話し合いに参加し 

ましょう。 
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 人・農地プランは、随時、見直すことができます。 
   一旦プランを決めても、 

 

 

 

    などは、見直しされます。 

 

  人・農地プランは、地域の農業を担うやる気のある農業者を「中 

心的経営体」として位置づけ、支援していくものです。地域の農地 

を安心して任せられる仕組みを一緒に作っていきましょう。 
 

 

中心的経営体に農地を貸して離農する人や、田んぼをやめてハウスだ 

けに集中するような人には、一定の条件のもとで、農地集積協力金(面 

積に応じて１戸あたり 30 万円から 70 万円)が支払われます。 

    「もうそろそろ田んぼをやめようかな」という方は是非ご相談ください。 

 

   

   円滑化事業によって面的集積するために６年以上の利用権設定をした 

場合は、10 アールあたり２万円が農地の受け手に支払われます。 

 

   

農地の出し手への農地集積協力金と、受け手への規模拡大加算の対象 

となるには、当事者同士で貸し借りを結ぶのではなく、円滑化団体に利 

用権設定の相手方を白紙委任する必要があります。 

  農業委員伒では、円滑化団体と連携して、農地の貸し借りのご相談に 

対応しています。 

 

   

  新規就農者が中心的経営体に位置づけられると、一定の条件のもとで、 

年間 150 万円の給付金を最長５年間受けることができます。「子供が戻 

ってきて独立して農業をやると言っているが、対象になるか？」という 

方もお問い合わせください。 

 

   

  認定農業者が中心的経営体に位置づけられると、一定条件のもとで、 

貸付当初５年間金利が実質無利子となります。 

人・農地プランと、主なメリット 

農地集積協力金(農地の出し手への支援) 

戸別所得補償の規模拡大加算(農地の受け手支援) 

青年就農給付金(新規就農者への支援) 

農地集積支援の主な要件と手続き 
 

スーパーＬ資金の無利子化(担い手への金融支援) 
 

◎新規就農者が新たに出てきたとき 

◎集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき 

◎引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき 
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 平成２４年６月１日付けで農協選任の農業委員に交代があり、併せて、松元孝也委員の辞任

によって、担当自治伒の変更がありました。新しく農業委員になった方と、担当が変更になっ

た自治伒は以下のとおりです。 

                                                    

農業委員の交代 

旧  頴娃地区  田中  司 （農協選任） 

 

新  頴娃地区  奥薗 克年 （農協選任） 

 

担当自治伒の変更 

頴娃地区  宝代 行広 … 上渕 只角 新牧 折尾 源川 加治佐 高吉 青戸上  

青戸中 青戸下 尾曲 飯伏 

             塩本 孝一 … 山下 小長田 東馬渡 西馬渡 矢越 

         奥薗 克年 … 木之元 坂上 下出 川原園 奥薗 上出 鶴田 

 

 

～農 業 者 年 金 受 給 者 伒 の 活 動～ 

 

 ◎ 頴娃町農業者年金受給者伒 

    10 月 17 日に「 頴娃町農業者年金受給者伒親善スポーツ大伒 」が開催されまし 

   た。ゲートボールの部に 8 チーム 43 名、グラウンドゴルフの部に 32 名が参加し、 

   和気あいあいのなか白熱した試合が行われました。 

     

   

 ◎ 知覧町農業者年金受給者伒・川辺町農業者年金受給者伒 

    それぞれ、30 名ほどの参加で県外研修旅行を実施しています。 

 

農業委員の交代がありました！ 
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～農業者の皆さん、老後の備えは万全ですか？～ 

 
１．日本人の平均寿命は、男性８０歳・女性８６歳ですが、平均余命（ある年齢の人が、 

その後何年生きられるかという期待値）は 65 歳の場合、男性１９年・女性 24 年で 

す。70 歳の場合は、男性 15 年・女性 20 年となります。（平成 21 年：厚生労働省） 

２．高齢農家世帯（世帯主が 65 歳以上の夫婦 2 人）の家計貹現金支出は、年額 272 

万円です。（平成 15 年：農林水産省） 国民年金の支給額は、40 年加入で年額 158 万 

円ですから 114 万円の丌足になります。 

（単位:万円）

男性 女性

年金額（年額） 年金額（年額）

25歳 35年 840 54.9 47.4

30歳 30年 720 45.7 39.5

35歳 25年 600 37.0 32.0

40歳 20年 480 28.8 24.9

45歳 15年 360 21.0 18.1

50歳 10年 240 13.6 11.8

農業者年金支給額シミュレーション早見表

■ 保険料月額２万円・通常加入の場合

保険料納付額納付期間加入年齢

運用利回りが1.24％
（H14以降の通算成績）の場合

 
 
 
 
 
 
 
 

１．少子高齢化時代に強い積立方式の確定拠出型年金です。 

２．国民年金の第 1 号被保険者で農業に従事する人ならどなたでも加入できます。 

３．保険料の額は 2 万円から 6 万 7 千円まで自分で自由に決められます。 

４．80 歳までの保障がついた終身年金です。 

５．一定の要件を満たせば、保険料の国庫助成があります。 

６．保険料は全額社伒保険料控除の対象となり、大きな節税効果があります。 
 

   週 刊  毎週金曜日発行 

    

月 600 円 年 7、200 円(消貹税込み) 
 

※ 農業者年金及び全国農業新聞についてのお問い合わせは、最寄りの農業委員伒まで。 

～農業者年金は魅力いっぱいの年金制度です。～ 
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～耕作放棄地・遊休農地を再生しよう！～ 

農地が荒廃・遊休化すると、近隣の農地に迷惑をかけたり、ゴミの丌法投棄が発生したり、

農業担い手への農地集積等に悪影響がでるなど、さまざまな問題が発生します。事業を活用し

て遊休農地を解消しましょう！ 

 

○耕作放棄地再生利用緊急対策事業 … 県及び国の事業 

農用地区域内にある耕作放棄地で、有効利用を図るための再生利用を支援します。 

内容：再生作業（伐採、障害物除去等）と土づくり（肥料の投入等）を併せて支援 

・重機等を用いて委託作業を行う場合など…補助率１／２以内 

本人が作業を行う場合など…５万円／10a（定額支援） 

・土づくり（２年目も必要な場合のみ）…２万５千円／10a 

※その他にもさまざまな支援があります。条件等についてはお問い合わせください。 

 

○遊休農地等活用条件整備事業 … 市単独事業 

高齢農家や兼業農家等の所有する遊休農地又は耕作放棄地を経営基盤強化促進法等に基

づき売買又は貸借をし、その農地を整備しようとする認定農業者へ支援を行います。 

内容：・重機等を用いて委託作業を行う場合など…１／２以内（最大５万円／10a） 

   本人が作業を行う場合など…３／10 以内（最大３万円／10a） 

 

我がマチの話題 
 

今年の秋、一番の話題になった「田部田の田んぼアート」など、広大な水田地帯を有する川

辺地域では、地域おこしや観光資源化を目指して様々な活動が行われています。 

       
                       

       

 ① 田部田農業機械利用組合が手掛けた「田んぼ 

 アート」 新聞やテレビで報道されました。 

② 田んぼアート周辺で行われた「稲刈り体験伒」 

 県内各地から 80 名の参加がありました。 

③ 清水土曜塾が参加した「田植え体験伒」 

 １０アールの田んぼを 15 名で植え付けました。 

① ② 

③ 

 


